
 

                                         

訪問介護ウィズステーション福岡 

指定訪問介護事業所 運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 株式会社ウィズグループが実施する指定訪問介護及び指定介護予防型訪問サービス及び生活

支援型訪問サービス（以下、単に「指定訪問介護」という。）事業所の適正な運営を確保するために人

員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態（以下、「要介護状態等」という。）

となった場合においても、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活にわたる援助を行うことに  

より、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む 

ことができるように支援することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。 

(1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの 

予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 

(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な

援助を行う。 

(4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス

の提供を行う。 

(6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 

(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護（身体介護）又は調理、洗濯、

掃除等の家事（生活援助）を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。 

２ 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。 

３ 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。 

 

 （事業所の名称及び所在地） 

第３条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

  １ 名 称  訪問介護ウィズステーション福岡 

  ２  所在地  福岡市南区長丘５丁目２５番７号 

 

 （従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 

(1)  管理者          １名 

 管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

(2)  サービス提供責任者   3 名以上 



 

                                         

 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成及び説明を行うほか、指定訪問介護の利用の申込み

に係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うとともに、自らも 

指定訪問介護の提供に当たる。 

(3)  訪問介護員等 

 訪問介護員 20 名以上（常勤職員を含む） 

 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。 

 

 （営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

(1) 営業日 月～金。ただし、祝日及び８月１３日から８月１５日と１２月３０日から１月３日まで

を除く。 

(2) 営業時間 午前９時から午後５時４０分までとする。 

(3) 訪問介護サービス提供日 年中無休とする。 

 (4) 訪問介護サービス提供時間 ２４時間 

(5) 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

 （指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額） 

第６条 指定訪問介護の内容は、次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生

労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、 

利用者から介護保険負担割合証に応じた額の支払いを受けるものとする。ただし、生活支援型訪問

サービスは身体介護のサービスを行わない。 

(1) 身体介護 

①排泄・食事介助 

②清拭・入浴・身体整容 

③体位変換 

④移動・移乗介助、外出介助 

⑤その他の必要な身体の介護 

(2) 生活援助 

①調理 

②衣類の洗濯、補修 

③住居の掃除、整理整頓 

④生活必需品の買い物 

⑤その他必要な家事 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

指定訪問介護、介護予防型訪問サービス、指定生活支援型訪問サービス利用料金表 

・要介護１～５に認定を受けた利用者（指定訪問介護） 地域区分：５級地  

※早朝(6-8)・夜間(18-22)においては、25％加算、深夜(22-6)においては５０％加算されます。 

※ご利用者負担額は介護報酬額の 1～3 割の料金 (介護保険負担割合証にて確認) 

 

生活援助 
基本単位 

/1 回 

介護報酬額

/1 回 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

20 分以上 45分未満 昼間 179 1,915 円 192 円 383 円 575 円 

45 分以上 昼間 220 2,354 円 236 円 471 円 707 円 

 

通院等乗降介助 
基本単位 

/1 回 

介護報酬額

/1 回 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

20 分以上 45分未満 昼間 97 1,037 円 104 円 208 円 312 円 

 

・要支援１、２に認定を受けた利用者（指定介護予防型訪問サービス） 

訪問型独自サービス１１ 

週 1 回程度の利用が必要な場合 

基本単位 

/1 回 

介護報酬額/ 

1 回 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

月ごとの定額制 1176 12,583 円 1,259 円 2,517 円 3,775 円 

日割り利用の場合 39 417 円 42 円 84 円 126 円 

訪問型独自サービス１2 

週 2 回程度の利用が必要な場合 

基本単位 

/1 回 

介護報酬額/ 

1 回 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

月ごとの定額制 2349 25,134 円 2,514 円 5,027 円 7,541 円 

日割り利用の場合 77 823 円 83 円 165 円 247 円 

訪問型独自サービス１3 

週 2 回を超える利用が必要な場合 

基本単位 

/1 回 

介護報酬額/ 

1 回 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

月ごとの定額制 3727 39,878 円 3,988 円 7,976 円 11,964 円 

日割り利用の場合 123 1,316 円 132 円 264 円 395 円 

 

身体介護 
基本単位 

/1 回 

介護報酬額

/1 回 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

20 分未満 昼間 163 1,744 円 175 円 349 円 524 円 

20 分以上 30分未満 昼間 244 2,610 円 261 円 522 円 783 円 

30 分以上 1時間未満 昼間 387 4,140 円 414 円 828 円 1,242 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未

満 
昼間 567 6,066 円 607 円 1,214 円 1,820 円 

1時間30分以上30分を増

すごとに 
昼間 82 877 円 88 円 176 円 264 円 



 

                                         

・要支援１、２に認定を受けた利用者など（指定生活支援型訪問サービス） 

訪問型独自サービス／２１１ 

週 1 回程度の利用が必要な場合 

基本単位 

/1 回 

介護報酬額/ 

1 回 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

月ごとの定額制 851 9,105 円 911 円 1,821 円 2,732 円 

日割り利用の場合 28 299 円 30 円 60 円 90 円 

訪問型独自サービス／２１２ 

週 2 回程度の利用が必要な場合 

基本単位 

/1 回 

介護報酬額/ 

1 回 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

月ごとの定額制 1,701 18,200 円 1,820 円 3,640 円 5,460 円 

日割り利用の場合 56 599 円 60 円 120 円 180 円 

訪問型独自サービス／２１３ 

週 2 回を超える利用が必要な場合 

基本単位 

/1 回 

介護報酬額/ 

1 回 

利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

月ごとの定額制 2,698 28,868 円 2,887 円 5,774 円 8,661 円 

日割り利用の場合 89 952 円 96 円 191 円 286 円 

 

２ 次条の通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定訪問介護に要した交通費は、その

実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 

(1) 実施地域外から片道５キロメートル未満       無料 

(2) 実施地域外から片道５キロメートル以上     ２００円 

 

３ 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、あらかじめ、利用者

又はその家族に対し、提供するサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るも

のとする。 

 

４ 事業所は、利用者に指定訪問介護を提供した際には、以下の事項を記したサービス提供記録を作成

しなければならない。 

(1) 指定訪問介護の提供日、提供時間 

(2) 指定訪問介護の具体的な内容 

(3) 利用料金、保険給付の額 

(4) 利用者の心身の状況 

(5) その他必要な事項 

 

５ 事業所が利用者から第１項及び第２項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記

載した領収書（法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書）を利用者に交付する

こととする。 

 

 

 

 



 

                                         

（通常の事業の実施地域） 

第７条 通常の事業の実施地域は、福岡市、糸島市、春日市、大野城市、筑紫野市、那珂川市、粕屋町

の区域とする。ただし、介護予防型訪問サービスの実施地域は福岡市指定、福岡県広域連合指定、薩

摩川内市指定、生活支援型訪問サービスの実施地域は福岡市のみとする。 

 

（緊急時又は事故発生時の対応） 

第 8 条 事業所及びその従業者は、指定訪問介護の提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生

じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者

の指示に従い、市町村（一部事務組合及び広域連合を含む。以下、同じ。）、当該利用者の家族、当該利

用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。 

２ 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解

明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。 

３ 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。 

 

（衛生管理等） 

第９条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び

備品等の衛生的な管理に努めるものとする。 

２ 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講

じるものとする。 

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図る。 

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

（3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的

に実施する。 

 

（居宅介護支援事業者との連携） 

第１０条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者（必要と判断される場合は、主治医、   

保健医療・福祉サービス提供者を含む）と連携し、必要な情報を提供することとする。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第１１条 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことによ

り利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させる恐れがあるとき、及び利用者に不正

な受給があるとき等には、意見を付して当該市町村に通知することとする。 

 

（利益供与の禁止） 

第１２条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービス

を利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 



 

                                         

（秘密保持） 

第１３条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

２ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく

なった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。 

３ サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその

家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。 

 

（苦情処理） 

第１４条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を

設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業

者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を

防ぐ。詳細は別紙「利用者の苦情を処理するために講ずる処置の概要」による。 

 

（虐待の防止） 

第１５条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる

ものとする。 

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 

(2) 虐待防止のための指針の整備。 

(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護す

る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する

ものとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 16 条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施するものとする。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと

する。 

 

（地域との連携等） 

第１７条 事業所は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定

訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を

行うよう努めるものとする。 

 



 

                                         

（その他運営に関する重要事項） 

第 1８条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けると

ともに業務体制を整備する。 

２ この規程の概要等、利用（申込）者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やす

い場所に掲示する。 

３ 第２条第１項第３号の訪問介護計画、及び第６条第４項のサービス提供記録については、それらを

当該利用者に交付する。 

４ 第２条第１項第３号の訪問介護計画、及び第６条第４項サービス提供記録、第８条第２項に規定す

る事故発生時の記録、第 11 条に規定する市町村への通知、並びに前条の苦情処理に関する記録につ

いては、整備の上、完結してから５年間保存する。 

５ 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会（以下、「都道府県等」という。）からの物件

提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に

従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等

に報告する。 

６ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社ウィズグループで定める。 

 

（附 則） 

この規程は、202６年６月１日に改訂施行する。 

 


